
○ 公  告  

 次 の と お り 入 札 参 加 希 望 者 を 公 募 す る 。  

  令 和 ８ 年 ５ 月 １ １ 日  

            愛 媛 県 知 事  中  村  時  広  

１  業 務 概 要  

（ 1） 業 務 名  

防 災 教 育 支 援 作 業 委 託 業 務  

（ 2） 業 務 内 容  

令 和 ８ 年 度 に 予 定 し て い る 愛 媛 県 土 木 部 河 川 港 湾 局

河 川 課 及 び 砂 防 課 が 主 催 す る 防 災 学 習 会 （ え ひ め 川

の 防 災 プ ロ グ ラ ム ・ 砂 防 学 習 会 ） や 県 内 の 市 町 が 開

催 す る 防 災 意 識 の 向 上 を 目 的 と し た 行 事 に お い て 、

四 国 地 方 整 備 局 四 国 山 地 砂 防 事 務 所 （ 徳 島 県 三 好 市 ）

が 所 有 す る 降 雨 や 土 石 流 の 体 験 装 置 等 の 運 搬 ・ 設

置 ・ 撤 去 及 び 運 営 作 業 を 実 施 す る 。  

（ 3） 履 行 期 間  

契 約 日 か ら 令 和 ９ 年 ２ 月 26 日 ま で  

 

２  参 加 資 格 、 選 定 項 目  

（ 1） 入 札 参 加 者 に 必 要 な 資 格  

知 事 の 審 査 を 受 け 、 令 和 ８ ～ 10年 度 の 製 造 の 請 負 等

に 係 る 一 般 競 争 入 札 に 参 加 す る 資 格 を 有 す る と 認 め

ら れ た 業 者 で 、 次 の 要 件 を 全 て 満 た す 者  

ア  地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22年 政 令 第 16号 ） 第 167条

の ４ の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

イ  入 札 参 加 申 請 書 の 受 領 の 期 限 の 日 か ら 開 札 ま で の

期 間 に 、 知 事 が 行 う 入 札 参 加 資 格 停 止 の 期 間 が な い

者 で あ る こ と 。  

ウ  民 事 再 生 法 （ 平 成 11年 法 律 第 225号 ） の 規 定 に よ る

再 生 手 続 開 始 の 申 立 て 又 は 会 社 更 生 法 （ 平 成 14年 法

律 第 154号 ） の 規 定 に よ る 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て が な

さ れ て い な い こ と （ 民 事 再 生 法 の 規 定 に よ る 再 生 計

画 認 可 又 は 会 社 更 生 法 の 規 定 に よ る 更 生 計 画 認 可 の

決 定 を 受 け て い る 者 を 除 く 。 ） 。  

エ  四 国 内 に 本 店 を 有 す る こ と 。  



オ  過 去 10 年 間 に 、 同 種 の 業 務 （ 防 災 に 関 す る 体 験 装

置 （ 起 震 車 を 除 く ） の 運 搬 ・ 設 置 ・ 撤 去 ・ 運 営 等 ）

の 実 績 を 有 す る 者 で あ る こ と 。  

（ 2） 入 札 参 加 者 を 選 定 す る た め の 項 目  

ア  ２ (1)オ に 掲 げ る 施 工 実 績  

イ  業 務 の 実 施 体 制  

 

３  手 続 等  

（ 1） 担 当 部 局  

愛 媛 県 土 木 部 河 川 港 湾 局 砂 防 課 傾 斜 地 保 全 係  

〒 790- 8 5 7 0  

愛 媛 県 松 山 市 一 番 町 四 丁 目 ４ 番 地 ２  

電 話  (08 9 ) 9 1 2 - 2 7 0 2  

（ 2） 説 明 書 の 交 付 の 期 間 、 場 所 及 び 方 法  

ア  期 間  

令 和 ８ 年 ５ 月 11日 （ 月 ） か ら ５ 月 22日 （ 金 ） ま で

の 執 務 時 間 中 （ 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で の 午 前 ８ 時 30

分 か ら 午 後 ５ 時 15分 ま で を い う 。 ）  

イ  場 所  

（ 1） に 掲 げ る 場 所  

ウ  方 法  

 無 料 で 交 付 す る 。  

エ  そ の 他  

 説 明 書 に つ い て は 、 県 ホ ー ム ペ ー ジ に も 掲 載 す る 。  

（ 3） 入 札 参 加 申 請 書 の 受 付 期 間 並 び に 提 出 の 場 所 及 び 方

法  

ア  受 付 期 間  

令 和 ８ 年 ５ 月 11日 （ 月 ） か ら ５ 月 22日 （ 金 ） ま で

の 執 務 時 間 中  

イ  場 所  

（ 1） に 掲 げ る 場 所  

ウ  方 法  

持 参 又 は 郵 送 に よ り 提 出 す る こ と 。 電 送 に よ る 書

面 は 受 け 付 け な い 。 な お 、 郵 送 に よ る 場 合 の 提 出 締

切 は 持 参 の 場 合 と 同 一 と す る 。 ま た 、 郵 送 は 、 必 ず



郵 便 書 留 等 、 配 達 の 記 録 が 残 る も の を 利 用 す る も の

と す る 。  

（ 4） 公 募 に 関 す る 質 問 回 答  

ア  こ の 公 募 等 に つ い て 質 問 が あ る 場 合 に は 、 質 問 事

項 を 記 載 し た 書 面 を 令 和 ８ 年 ５ 月 15日 （ 金 ） 午 後 ５

時 ま で に (1)に 掲 げ る 場 所 に 持 参 又 は 郵 送 （ 書 留 郵

便 等 の 配 達 記 録 が 残 る も の に 限 る 。 ） に よ り 提 出 す

る こ と 。 な お 、 質 問 事 項 を 記 載 し た 書 面 に お い て

は 、 質 問 者 を 特 定 で き る 内 容 を 記 載 し な い こ と 。  

イ  提 出 さ れ た 質 問 に 対 す る 回 答 は 、 令 和 ８ 年 ５ 月 20

日 （ 水 ） か ら 令 和 ８ 年 ５ 月 21日 （ 木 ） ま で の 執 務 時

間 中 、 (1) に 掲 げ る 場 所 に て 閲 覧 に 供 す る と と も

に 、 県 ホ ー ム ペ ー ジ に も 掲 載 す る 。  

 

 

 

 

 

 


